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平
成
27
年
度
（
平
成
27
年
4
月
1
日
～
平
成
28
年
3
月
31
日
）
の
市
の
財
政
状
況
で
す
。

　
な
お
、
金
額
は
平
成
28
年
3
月
31
日
現
在
で
す
。

市
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

◆市有財産
区分 面積、金額 内容

土地 41,920,860㎡ 公園、牧山市民の森、市の建物の敷地
建物 29,481,088㎡ 市庁舎、小・中学校の校舎、市営住宅等
基金 2,464億6,450万円 震災復興基金、財政調整基金等
有価証券 5億 469万円 株券等
出資金 18億8,867万円 （公財）石巻市芸術文化振興財団等
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※（　）内は予算現額

国・県支出金のうち
東日本大震災復興交付金　 644億円
漁港施設災害復旧費等分　 200億円

2

14

1

19
15
-1

4
6

(単位：億円)

（歳出）

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

131

127

51

40

114

726

31
35

399

310

709

民
生
費

（309）

衛
生
費

（106）

そ
の
他

（589）

教
育
費

（121）

土
木
費

（1,418）

公
債
費
（66）

総
務
費

（880）

消
防
費
（58）

3,547

1,282

1,414

851

予算現額

未執行額

下半期支出額

上半期支出額

※（　）内は予算現額

43
43

20

44
46
31

23
20
15

107

342

(単位：億円)

140

◆一時借入金

◆一般会計歳出の主な内容
（単位：万円）

区分 予算現額 内容
総務費 880億 4,326 市庁舎の維持管理、防災対策等
民生費 308億 9,909 社会福祉、児童福祉、生活保護等
衛生費 105億 5,045 予防接種、ごみ収集・処理等
土木費 1,417億 7,158 道路、河川、公園、住宅整備等
消防費 58億 5,039 広域消防への負担金、消防施設整備等
教育費 120億 5,048 幼稚園、小・中・高等学校等
公債費 65億 9,321 借入金の返済に充てる元利償還金等
その他 589億 5,742 農林水産業、商工業、雇用対策等

  合計 3,547億 1,588 

◆特別会計
（単位：万円）

区分 予算現額 収入済額 支出済額
土地取得 20億 3,534 20億 3,532 20億 3,505 
水産物地方卸売市場 4億 6,030 1億 4,848 2億 5,265 
下水道 521億 3,702 188億 1,592 132億 9,932 
漁業集落排水 8,769 5,511 8,044 
農業集落排水 5億 2,691 3億 2,437 4億 9,722 
浄化槽整備 8,567 1,471 7,758 
市街地開発 337億 6,197 215億 4,996 159億 5,181 
産業用地整備 30億 3,063 10億7,924 19億 8,004
国民健康保険 232億 2,817 183億 9,939 202億 961 
後期高齢者医療 16億 7,839 14億 1,595 14億 6,927 
介護保険 130億 7,492 103億 352 116億 6,473 
合計 1,301億 701 741億 4,197 675億 1,772 

問　病院管理課　☎25-5671 ・ 市立牡鹿病院事務部門　☎45-3185

病院事業のあらまし

◆
市
債
残
高

（単位：万円）一般会計
区分 金額

普通債 341億5,349
災害復旧債 2億5,098
その他 364億2,450
合計 708億2,897

（単位：万円）特別会計
区分 金額

土地取得 16億9,602
水産物地方卸売市場 7億 382
下水道 431億3,357
漁業集落排水 1億1,726
農業集落排水 29億8,638
浄化槽整備 1億3,311
産業用地整備 13億1,473
病院 46億8,966
合計 547億7,455

※歳入・歳出の未収入・未執行額については、現金の経理が5月31日までの出納整理期間内
　に行われるものがあるためです。
　また、市民1人当たり、1世帯当たりの納税額については、平成28年3月末の人口
　（148,238人）、世帯数（60,643世帯）を基準に算出しました。

問　財政課（内線4058）

◆平成27年度　下半期の業務状況

※平成27年度下半期の入院診療日数は182日、外来診療日数は120日です。

市立病院（開成仮診療所） 市立牡鹿病院

区分
平成26年度 下半期 平成27年度 下半期 平成26年度 下半期 平成27年度 下半期

延患者数 1日平均   
患者数 延患者数 1日平均   

患者数 延患者数 1日平均   
患者数 延患者数 1日平均   

患者数
入院 － － － － 800人 4.4人 1,190人 6.5人
外来 4,418人 36.8人 4,515人 37.6人 10,936人 91.9人 10,513人 87.6人
計 4,418人 4,515人 11,736人 11,703人

◆市税収入の内訳
（総額：160億8,255万円）

市民1人当たりの
市税納税額 10万8,491円
一般会計歳出 152万8,167円

1世帯当たりの
市税納税額 26万5,200円
一般会計歳出 373万5,508円

市民税　42.2%
67億7,906万円

固定資産税　41.6%
66億8,670万円

市たばこ税　9.1%
14億7,028万円

軽自動車税
2.1%

3億3,173万円

都市計画税　4.9%
7億9,522万円

その他　0.1%
1,956万円

◆平成28年度予算の概要　市立病院

◆平成28年度予算の概要　市立牡鹿病院

病床数 一般病床 140床
療養病床 40床

年間患者数
入院 26,076人
外来 27,870人

1日平均患者数
入院 123.0人
外来 199.1人

診療日数
入院 212日
外来 140日

主要な建設改良
事業

建設改良費 47億3,842万円
機械装置購入費 20億5,107万円

業務予定量 市立病院
病床数 一般病床 25床

年間患者数
入院 3,285人
外来 20,655人

1日平均患者数
入院 9.0人
外来 85.0人

診療日数
入院 365日
外来 243日

主要な建設改良
事業 機械装置購入費 1,300万円

業務予定量 市立牡鹿病院費用　30億3,101万円

費用　7億4,746万円

収益　39億9,331万円

収益　7億4,016万円

入院収益
7億4,579万円

入院収益
8,235万円

外来収益
3億1,924万円

外来収益
2億8,138万円

一般会計負担金等
5億8,208万円

一般会計負担金等
3億598万円

その他医業収益
(人間ドック収益等)

4,346万円

その他医業収益
(公衆衛生活動収益等)

1,173万円

その他医業外収益
(使用料等)

23億274万円

その他医業外収益
(洗濯代収入等)

5,872万円

支払利息・消費税等
1億7,019万円

支払利息・消費税等
1,680万円

減価償却費等
340万円

減価償却費等
6,704万円

給与費
15億7,496万円

給与費
3億7,087万円

材料費
4億3,050万円

材料費
1億7,965万円

経費(委託・賃借料等)
8億5,196万円

経費(委託・賃借料等)
1億1,310万円

※資金繰りのため、一時的 
　（短期間）に借りるお金

借入額 借入先
無 無

（歳入）【一般会計】
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行
政
情
報「

第
５
回
な
で
し
こ

開
成
塾
」

女
性
の
た
め
の
起
業

セ
ミ
ナ
ー
開
催

　
起
業
への
心
構
え
か
ら
経
営
の

基
本
的
知
識
の
習
得
を
目
指
す

ほ
か
、講
師
の
個
別
ア
ド
バ
イ
ス

を
受
け
な
が
ら
各
自
の
ビ
ジ
ネ
ス

プ
ラ
ン
づ
く
り
も
行
い
ま
す
。

と　
き

　
８
月
30
日
㈫
、９
月
６
日
㈫
、

　
13
日
㈫
、23
日
㈮（
全
4
回
）

　
午
後
1
時
～
4
時
30
分

と
こ
ろ　
石
巻
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
館　

　

１
階
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ル
ー
ム（
開　

　

成
1－

35
）

講　
師

　

波
多
野
卓
司（
中
小
企
業
診

断
士　
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

波
多
野
事
務
所
代
表
）

　本年度の敬老会を次のとおり開催します。
対　象　７７歳以上の方（昭和１４年12月３１日以前に生まれた方）
ところ　下記一覧表のとおりです。いずれかの会場１カ所に参加で
　　　　きます。
案　内　対象となる方には、７月中旬ごろに記念品を同封した案内
　　　　通知を郵送・配達します。
※さまざまなアトラクションやささやかなお祝いの品（お菓子）をご
　用意しています。

問　福祉総務課（内線2454）

敬老会のご案内
　

　

所
得
が
少
な
い
等
、保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困

難
な
場
合
に
は
、保
険
料
の
全

額
ま
た
は
一
部
の
納
付
が
免
除

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

７
月
か
ら
法
律
が
改
正
さ

れ
、世
帯
主
の
所
得
を
審
査
対

象
外
と
す
る
納
付
猶
予
制
度
の

対
象
者
が
、30
歳
未
満
か
ら
50

歳
未
満
の
方
に
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。（
た
だ
し
、配
偶
者
が
世
帯

主
の
場
合
は
除
く
）

　

免
除
や
猶
予
の
申
請
は
、２

年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
遡そ

き
ゅ
う及

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、免
除
や
猶
予
の
期

間
分
は
、将
来
受
け
取
る
年
金

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
等
基
礎
年
金
番
号

　
の
わ
か
る
も
の

・
印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等

問

申
・
　
石
巻
年
金
事
務
所　

　
　
☎
22－

５
１
１
５

　
　
市
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
５
３
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
　
各
支
所

　
環
境
問
題
に
関
す
る
知
識
の

普
及
・
啓
発
を
図
る
た
め『
環

境
フ
ェ
ア
』を
開
催
し
ま
す
。

と　
き　
11
月
5
日
㈯

　
交
通
事
故
等
第
三
者
の
行
為

に
よ
っ
て
負
傷
し
た
場
合
も
国
民

健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
で
治
療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請
手
続

き
は
お
早
め
に
！

『
環
境
フ
ェ
ア

2
0
1
6
』参
加

団
体
募
集
！

第
三
者
行
為
に
よ
っ

て
病
気
や
け
が
を

し
た
ら

対　
象

　
事
業
の
倒
産
ま
た
は
世
帯
主

の
疾
病・解
雇
等
で
、本
年
の
見

積
合
計
収
入
金
額
が
前
年
の
合

計
収
入
金
額
の
10
分
の
３
以
上

減
少
し
た
方

申
請
方
法

　
世
帯
全
員
の
平
成
28
年
中
の

収
入（
申
請
時
で
の
収
入
金
額

と
申
請
後
の
収
入
見
込
額
）が

分
か
る
資
料
お
よ
び
印
か
ん
を

持
参
し
て
窓
口
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

申
請
期
限　

　
納
期
限
の
10
日
前
ま
で

※
減
免
に
は
基
準
と
な
る
収
入

　

額
が
あ
り
ま
す
の
で
、収
入

　

が
減
少
し
て
い
て
も
、減
免

　
に
該
当
し
な
い
場
合
も
あ
り

　
ま
す
。

問

申
・
　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
７
～　
　
　

　
　
　
２
３
３
９・２
３
４
２
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
申
請
は
お
早
め
に
！

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
は
70
歳
に
な
っ
た
翌
月
か

ら（
誕
生
日
が
１
日
の
人
は
そ
の

月
か
ら
）「
高
齢
受
給
者
証
」が

交
付
さ
れ
、医
療
機
関
を
受
診

す
る
と
き
は
保
険
証
と一緒
に
提

示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

割
合
を
算
定
し
た
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
今
月
中
旬
以
降
に

住
民
票
の
住
所
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

仮
設
住
宅
等
、住
民
票
を
移

さ
ず
に
引
越
し
を
さ
れ
た
方
は
郵

便
局
へ
の
転
送
手
続
き（
1
年
ご

と
に
必
要
）を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
４
７
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
　
各
支
所

　
給
付
の
対
象
に
な
る
と
思
わ

れ
る
方
に
は
、５
月
上
旬
に
申

請
書
を
お
送
り
し
ま
し
た
。

対　
象

　
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
の
支
給
対
象
者
で
、平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で
に
65
歳
以
上

に
な
る
方

<

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
対
象
者>

　

基
準
日（
平
成
27
年
１
月
１

日
）に
お
い
て
、石
巻
市
に
住
民

登
録
が
さ
れ
て
い
る
方
で
、平

成
27
年
度
分（
平
成
26
年
中
）

市
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
方
。た
だ
し
、次
の

方
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が

　
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合

給
付
額

　
一
人
に
つ
き
３
０
、０
０
０
円

申
請
期
限　
８
月
２
日
㈫

問

申
・
　
福
祉
総
務
課
臨
時
福　

　
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

「
高
齢
受
給
者
証
」

を
送
付
し
ま
す

高
齢
者
向
け
給
付
金

の
お
知
ら
せ

要
介
護・要
支
援
認
定

を
受
け
て
い
る
方
に

「
介
護
保
険
負
担
割
合

証
」を
交
付
し
ま
す

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
被
保
険
者
全
員
に
、

７
月
下
旬
ま
で
に
負
担
割
合

（
１
割
ま
た
は
２
割
）を
記
載
し

た「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」

を
郵
送
し
ま
す
。

問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
２・２
４
３
９
）

　

 

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

地　区 ところ と　き 問い合わせ先

石　巻 石巻専修大学 9月11日（日）
午前10時（受付開始 午前9時）

福祉総務課
（内線2454・2453）

河　北 河北総合センター
「ビッグバン」

9月10日（土）
午前10時（受付開始 午前9時）

河北総合支所保健福祉課
☎62-2116

雄　勝 大須小学校 9月3日（土）
午前10時（受付開始 午前9時）

雄勝総合支所保健福祉課
☎57-2113

河　南 遊楽館 9月10日（土）
午前9時45分（受付開始 午前9時）

河南総合支所保健福祉課
☎72-2112

桃　生 桃生公民館文化ホール
（桃生総合支所内）

旧中津山地区
9月3日（土）
午前10時（受付開始 午前9時）

桃生総合支所保健福祉課
☎76-2111旧桃生地区、せんだんの杜、仮設住

宅等入居者（地区外）
9月3日（土）
午後1時30分（受付開始 午後0時30分）

北　上 北上中学校 9月10日（土）
午前10時（受付開始 午前9時）

北上総合支所保健福祉課
☎67-2113

牡　鹿

牡鹿保健福祉センター
「清優館」

9月10日（土）
午前10時（受付開始 午前9時）

牡鹿総合支所保健福祉課
☎45-2113

牡鹿公民館
長渡分館

9月13日（火）
午前10時（受付開始 午前9時）

網地生活センター 9月13日（火）
午後1時（受付開始 正午）

　

石
巻
市
、東
松
島
市
、女
川

町
を
構
成
市
町
と
す
る（
公
財
）

石
巻
地
域
高
等
教
育
事
業
団
で

は
、石
巻
専
修
大
学
が
行
う
石

巻
圏
域
の
文
化
・
学
術
の
振
興

に
資
す
る
研
究
を
対
象
と
し
て
、

助
成
事
業
を
行
って
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
に
助
成
を
し

た
、2
件
の
研
究
成
果
に
つ
い
て

発
表
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

①『
地
域
間
連
携
に
よ
る
製
品

　

開
発
事
業
に
関
す
る
実
証
的

　
研
究
』

　

石
原
慎
士（
経
営
学
部
経
営

　
学
科
教
授
）

②『
学
習
の
主
体
的
な
学
び
を

　

促
す
た
め
の
取
り
組
み
の
調

Ｉ
Ｋ
地
域
研
究
員

研
究
発
表
会

　
査
研
究
』

　

山
崎
泰
央（
経
営
学
部
経
営

　
学
科
教
授
）

と　
き　
７
月
27
日
㈬

　
午
後
６
時
30
分

と
こ
ろ

　
市
役
所
４
階
庁
議
室

定　
員　
40
人〔
先
着
〕

申
込
期
限　
７
月
22
日
㈮

申
込
方
法

　
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

（
土
日・祝
日
を
除
く
））

問

申
・
　

　
石
巻
地
域
高
等
教
育
事
業
団

　
（
市
総
務
課
内
）

　
（
内
線
４
０
３
７
）

定　
員　
10
人〔
先
着
〕

申
込
方
法

　
石
巻
産
業
創
造
㈱
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
、電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

　
8
月
26
日
㈮　
午
後
5
時

問

申
・
　
石
巻
産
業
創
造
㈱

　
☎
92－

１
３
１
３

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
93－

9
3
9
7

　

Ｕ
Ｒ
Ｌ http://w

w
w
.iss-

　
　
　
　
net.jp/ 

問　
市
産
業
推
進
課

　
　
（
内
線
３
５
４
３
）

　

た
だ
し
、こ
の
場
合
の
治
療

費
は
本
来
第
三
者
が
支
払
う
も

の
で
す
の
で
、一
時
的
に
国
民

健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
で
立
て
替
え
払
い
し
、あ

と
か
ら
第
三
者
へ
請
求
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

治
療
を
受
け
る
際
は
、市
へ

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。必

要
な
書
類
等
に
つ
い
て
は
保
険

年
金
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、介
護
保
険
の
第
１
号

被
保
険
者
の
方
が
、第
三
者
行

為
に
よ
っ
て
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
た
場
合
は
、併
せ
て

介
護
保
険
課
へ
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問

申
・

　
保
険
年
金
課（
内
線
２
３
４
９
）

　
介
護
保
険
課（
内
線
２
４
４
２
）

　
午
前
9
時
30
分
～
午
後
3
時

※
同
時
開
催「
第
25
回
か
な
ん

ま
つ
り
」（
主
催
：
か
な
ん
ま

つ
り
実
行
委
員
会
）

と
こ
ろ　
遊
楽
館
ア
リ
ー
ナ
内

対　
象

①
環
境
問
題
へ
関
心
を
高
め
、

環
境
保
全
行
動
の
実
践
に

つ
な
が
る
も
の

②
イ
ベ
ン
ト
自
体
が
環
境
に
配

　
慮
し
た
も
の

定　
員

　

1
～
2
団
体
程
度（
応
募
多

数
の
場
合
は
、市
で
調
整
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
）

料　
金　
無
料

※
た
だ
し
、利
益
が
生
じ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、売
り
上
げ
の

10
％
程
度
を
地
球
環
境
基
金

へ
寄
附
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
方
法

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

で
、参
加
希
望
の
旨
、団
体
名
、

代
表
者
の
住
所・氏
名・電
話
番

号
、イ
ベ
ン
ト
の
内
容
を
記
入

の
上
、申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限   

7
月
22
日
㈮

問

申
・
　
環
境
課

　
　
　
　
（
内
線
３
３
６
８
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
22－

６
１
２
０

　
　

isenv@
city.ishinom

aki. 

　
　

lg.jp

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
に
は
、平
成
27
年
中
の
所

得
に
基
づ
き
、加
入
者
ご
と
に
保

険
税
を
計
算
し
、７
月
中
旬
に

平
成
28
年
度
納
税
通
知
書（
第

４
期
～
第
10
期
の
確
定
賦
課
）

を
郵
送
し
ま
す
。

※
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
、ま
た
は
不
明
な
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
、お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
３
７
～

　
　
　

２
３
３
９・２
３
４
２
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
税

の
納
税
通
知
書
を

お
届
け
し
ま
す

　

☎
90－

８
０
４
３
、90－

８
０
４
４

　
（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

（
土
日・祝
日
を
除
く
））

市報 いしのまき3



　

平成28年（2016年）7月1日号

※
市
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

　
等
の
放
射
性
物
質
の
簡
易
検

　
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡
易

　
測
定
器
の
貸
し
出
し
を
無
料

　
で
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
環
境
課

　
　

 （
内
線
３
３
６
６
）

福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
に
よ
る

放
射
線
の
影
響

　
放
射
線
量
の
測
定
を
し
て
い

ま
す
。期
間
中
の
測
定
の
結
果
、

空
間
放
射
線
量
は
健
康
に
影
響

を
与
え
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。測
定
は
今
後
も

定
期
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）■空間放射線量の測定結果
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、市立高等学校（敷地） 0.05～0.10 5/2～5/26
市立保育所、私立幼稚園、私立保育園（敷地） 0.05～0.08 5/2～5/30
公共施設等（ホットスポット調査） 　0.05～0.10 5/2～5/25
牡鹿地区集落 0.05～0.17 5/2～5/19

８
月
か
ら「
介
護
保

険
負
担
限
度
額
認
定

証
」の
更
新
受
付
が

始
ま
り
ま
す

　
施
設
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
利
用
時
の
食
費
・
居
住
費
が

減
額
さ
れ
る
、現
在
使
用
中
の

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証（
紫
色
）」の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
㈰
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
の
更
新
受
付

は
、８
月
１
日
㈪
か
ら
行
う
予

定
で
す
。

　

７
月
下
旬
に
、自
宅
ま
た
は

入
所
施
設
へ「
更
新
案
内
」と

「
申
請
書
」等
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、新
規
申
請
に
つ
い
て

は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、譲
渡
所
得
が
あ
っ
た

方
に
つ
い
て
特
例
措
置
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問

申
・
　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
２・２
４
３
９
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

６５
歳
以
上
の
介
護
保

険
料（
本
算
定
）決
定

通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　
平
成
27
年
中
の
所
得
に
基
づ

き
、介
護
保
険
料
を
計
算
し
、平

成
28
年
度
決
定
通
知
書
を
8
月

上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

※
決
定
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
や
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
３
～
２
４
４
５
）

　

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

「
地
区
津
波
避
難
計
画

作
成
支
援
説
明
会
」

参
加
者
募
集

　

地
区
ご
と
の
津
波
避
難
計
画

作
成
を
促
進
す
る
た
め
、計
画
作

成
の
意
義
や
、市
が
作
成
を
支
援

す
る
内
容
を
説
明
し
ま
す
。

と　
き

　
14
日
㈭　
午
後
２
時
～
３
時

と
こ
ろ　
市
役
所
４
階
庁
議
室

対　
象　
市
民

定　
員　
60
人〔
先
着
〕

申
込
方
法

　
電
話
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
申

　
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
12
日
㈫

問

申
・
　
危
機
対
策
課

　
　
　
　
（
内
線
4
1
5
2
）

　
　
ispragdi@

city.　

 

　
　
ishinom

aki.lg.jp

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

　
納
入
通
知
書
を
７
月
中
旬
に

　
郵
送
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
方
で
、納
入
通
知

書
が
届
か
な
い
場
合
、ま
た
は

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
住
ま
い
の
地
区
の
後
期
高
齢

者
医
療
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
８・２
３
４
２
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療

に
関
す
る
お
知
ら
せ

飲
酒
運
転
を
根
絶

し
ま
し
ょ
う

石
巻
川
開
き
祭
り

に
露
店
を
出
店
さ

れ
る
方
へ

7
月
は「
河
川
愛
護

月
間
」で
す

　
飲
酒
運
転
を
な
く
す
た
め
に

は
、自
動
車
を
運
転
す
る
人
も
、

周
囲
の
人
も
、皆
さ
ん
で
協
力

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

飲
酒
運
転
は
、絶
対
に「
し

な
い

」「
さ
せ
な
い

」「
許
さ

な
い

」と
い
う
強
い
意
志
を

持
ち
、皆
さ
ん
で
飲
酒
運
転
を

根
絶
し
ま
し
ょ
う


問　
防
災
推
進
課

　
　
（
内
線
4
1
7
4
）

　
平
成
25
年
8
月
15
日
に
京
都

　

川
の
環
境
を
守
り
、安
全
で

美
し
い
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
い
つ

ま
で
も
残
せ
る
よ
う
に
、「
河
川

愛
護
」と「
河
川
美
化
」へ
の
ご

理
解
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。ま
た
、河
川
へ
の
ゴ
ミ
の
不

法
投
棄
等
を
発
見
し
た
時
に
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
北
上
川
下
流
河
川
事
務
所

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

７
月
21
日
㈭
～
8
月
10
日
㈬

運
動
の
重
点

 

・
適
度
な
緊
張
感
を
保
持
し

た
ゆ
と
り
あ
る
運
転
の
徹
底

 

・
暴
走
族
の
根
絶

 

・
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
等
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

問　
防
災
推
進
課

　
　
（
内
線
4
1
7
4
）　　

　
　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

と　
き　

①
7
月
14
日
㈭

②
7
月
26
日
㈫

　
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

と
こ
ろ　
①
②
と
も
に
市
役
所

　
4
階
401
会
議
室

①
購
入
時
、運
転
免
許
証
や
健

康
保
険
証
等
の
、市
民
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

代
理
人
に
よ
る
購
入
も
可
能

で
す
。こ
の
場
合
、実
際
に
使

用
す
る
世
帯
の
世
帯
主
等
の

身
分
証
明
書
の
コ
ピ
ー
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
ラ
ジ
オ
石
巻（
Ｆ
Ｍ
76
・
4
Ｍ

Ｈ
z
）が
受
信
で
き
な
い
場
所

で
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
受
信
状
況
を
確
認
の

上
、購
入
し
て
く
だ
さ
い
。購

防
災
ラ
ジ
オ
の
販
売
会

○
保
険
証
を
更
新
し
ま
す

　
新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
旬
に

住
民
票
の
住
所
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

保
険
証
の
色
が
オ
レ
ン
ジ
色

か
ら
緑
色
に
変
わ
り
ま
す
の
で

８
月
１
日
㈪
以
降
に
医
療
機
関

等
に
か
か
る
と
き
は
、緑
色
の
保

険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、有
効
期
限
が
７
月
31

日
㈰
と
な
っ
て
い
る
オ
レ
ン
ジ

色
の
保
険
証
は
、８
月
1
日
㈪

以
降
に
保
険
年
金
課
、各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
ま
た
は
各
支

所
ま
で
直
接
返
還
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

　
減
額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す

　
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、８
月
１
日
㈪
以
降
も
認
定

要
件
を
満
た
す
方
に
は
、保
険

証
と
一
緒
に
新
し
い
認
定
証
を

送
付
し
ま
す
。保
険
証
と
一
緒

に
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

※
住
民
票
を
異
動
せ
ず
に
他
地 

　

域
に
避
難
さ
れ
て
い
る
方
や
、

住
民
票
の
住
所
以
外
へ
の
郵

送
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、忘

れ
ず
に
送
付
先
変
更
申
請
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

 

・
印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

 

・
保
険
証

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た

は
通
知
カ
ー
ド

 

・
窓
口
来
庁
者
の
顔
写
真
付
き

公
的
身
分
証
明
書

問

申
・
　
保
険
年
金
課

　
　
　
　
（
内
線
２
３
４
９
）

　統計は身近なできごとや社会の動き、自然現象等を数字にま
とめたものです。皆さんも身近な統計をグラフで描いてみませ
んか？
応募資格　第一部 小学１・２年生　第二部 小学３・４年生
　第三部 小学５・６年生　第四部 中学生
　第五部 高等学校以上の生徒・学生および一般
　パソコン統計グラフの部 小学生以上
申込期限  ８月２９日（月）
  　 問申  　総務課（内線４０３８）

　5月下旬から全戸配付しました『石巻市民大学「まなび舎」講座
一覧』に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

【まなび舎雄勝支部】内
（12ページ～13ページ）
　○申込先　　　　 ○期日
　オーリンクハウス　№5おがつスポレクまつり
　（誤）☎90-3370　（誤）10月2日（日）
　（正）☎90-3770　（正）10月9日（日）
　問　生涯学習課 (内線5054)　 雄勝公民館　☎57-3052

石巻市民大学「まなび舎
や

」講座一覧の訂正

第11回石巻市統計グラフコンクール作品募集

行
政
情
報

　

市
で
は
、網
地
島
地
区
お
よ

び
田
代
島
地
区
内
に
自
動
車
を

所
有
し
て
い
る
方
が
、車
を
廃
車

処
分
す
る
た
め
に
定
期
船
を
利

用
し
て
、本
土
へ
車
を
航
送
す
る

際
に
必
要
と
な
る
航
送
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。希
望

さ
れ
る
場
合
は
申
請
手
続
き
が

必
要
で
す
の
で
、事
前
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
廃
棄
物
対
策
課

　
　
（
内
線
３
３
７
５
）

　
　
牡
鹿
総
合
支
所
市
民
生
活
課　

 

　
　
☎
45－
２
１
１
２

離
島
地
区
使
用
済

自
動
車
処
理
助
成
金

府
福
知
山
市
の
花
火
大
会
の
露

店
で
多
数
の
死
傷
者
を
出
す
爆

発
・
火
災
事
故
が
発
生
し
た
こ

と
を
受
け
、多
数
の
人
が
集
ま

る
催
し
に
て
露
店
の
出
店
を
予

定
さ
れ
て
い
る
方
は
、石
巻
地

区
広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予

防
条
例
第
45
条
に
基
づ
き
、露

店
開
設
届
出
を
提
出
し
て
い
た

だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

露
店
の
出
店
を
予
定
さ
れ
て

い
る
方
は
、届
出
を
さ
れ
る
と
と

も
に
次
の
出
火
防
止
対
策
を
図

ら
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

<

露
店
か
ら
の
出
火
防
止
対
策>

①
対
象
火
気
器
具
等（
ガ
ソ
リ

ン
、灯
油
、Ｌ
Ｐ
Ｇ
、炭
等
を

使
用
す
る
器
具
や
発
電
機
）

は
、建
物
や
可
燃
物
か
ら
離

し
て
設
置
し
、常
に
周
囲
の

整
理
整
頓
に
努
め
る

②
対
象
火
気
器
具
等
は
安
全
に

　
使
用
す
る

 

・
対
象
火
気
器
具
等
は
転
倒
や

落
下
す
る
恐
れ
の
な
い
よ
う

に
使
用
す
る

 

・
機
器
の
接
続
等
は
確
実
に
行

い
、劣
化
の
進
ん
だ
物
等
は

使
用
し
な
い

 

・
発
電
機
や
燃
料
の
取
扱
い
に

は
十
分
に
注
意
す
る

③
必
ず
消
火
準
備
を
す
る

 

・
火
災
の
発
生
に
備
え
、対
象

火
気
器
具
等
の
近
く
に
消
火  

器
を
備
え
る

問　
石
巻
消
防
署
予
防
係

　
　
☎
95－

7
1
1
2

入
後
の
返
品・返
金
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
販
売
対
象
、金
額
等
は
市
報

6
月
1
日
号
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

防
災
ラ
ジ
オ
の
テ
ス
ト
放
送

　
7
月
11
日
㈪
午
後
3
時
ご
ろ

問　
危
機
対
策
課

　
　
（
内
線
４
１
５
８
）

火
災
が
発
生
し
た
ら
、初
期

消
火
と
１
１
９
番
通
報
を
！

　
☎
94－

９
８
５
１

　
市
河
川
港
湾
室

　
（
内
線
５
６
０
８
）

問
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振
り
込
め
詐
欺
等
の
手
口
や

対
処
法
を
寸
劇
や
歌
等
を
用
い

て
楽
し
く
説
明
す
る
高
齢
者
向

け
の
講
座
や
、お
金
の
大
切
さ
を

学
ぶ
小
・
中
・
高
校
生
向
け
の
講

座
等
、お
金
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
講
座
メ
ニュ
ー
が
あ
り
ま
す
。　

ま
ず
は
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。

対
　
象
　
老
人
ク
ラ
ブ
、町
内

　
会
、各
種
会
合（
少
人
数
で
も

　
開
催
で
き
ま
す
）

受
　
付　
午
前
9
時
～
正
午
・

　
午
後
１
時
～
5
時（
土
日
・
祝

　
日・年
末
年
始
を
除
く
）

問

申
・

　
東
北
財
務
局
金
融
監
督
第
三
課

　
☎
022
―
2６3
―
１
１
１
１

東
北
財
務
局・出
前
講
座

《
ネ
ッ
ト
通
販
の
落
と
し
穴
》

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
の
ト

ラ
ブ
ル
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

特
に「
代
金
を
支
払
っ
た
の

に
、商
品
が
届
か
な
い
」と
い
う

被
害
が
多
く
、サ
イ
ト
に
業
者

の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
し
か
記
載

が
な
か
っ
た
り
、住
所
等
が
虚

偽
だ
っ
た
り
す
る
と
、業
者
の

実
態
が
把
握
で
き
な
い
た
め
、

返
金
が
非
常
に
困
難
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
、健
康
食
品
を
一

回
だ
け
の
つ
も
り
で
注
文
し
た

ら
、定
期
コ
ー
ス
だ
っ
た
と
い

う
苦
情
も
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

面
倒
で
も
事
業
者
の
連
絡

先
、契
約
内
容
や
返
品
条
件
を

よ
く
確
認
し
た
上
で
、商
品
を

購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）　相続・許認可・会社設立・契約書作成に関することほか
　  　　   　　19日（火）　午前10時〜午後3時　市役所２階相談室A・B
　 申 問・ 　県行政書士会石巻支部　☎22-8471
●行政相談　
　　　　　　  4日（月）　午前10時〜午後3時　北上保健医療センター
　　　　　　13日（水）　午後1時〜3時　石巻中央公民館楽屋
　　　　　　13日（水）　午後1時〜3時30分　河南総合支所第2庁舎

　子　ど　も　
●県東部児童相談所（石巻合同庁舎） 18歳未満の子どもに関する相談
　午前8時30分〜午後5時15分（土日・祝日を除く） ☎95-1121
●子育てに関する相談（子育て支援センター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く） ☎94-2366

　介　　　護　
●各地域包括支援センター　※（　）内は担当地区

中央（石巻・中央） ☎21-5171 河北（河北） ☎61-1252
稲井（稲井・住吉） ☎93-8166 雄勝（雄勝） ☎61-3732
蛇田（蛇田） ☎92-7355 河南（河南） ☎86-5501
山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010 ものう（桃生） ☎76-5581
渡波（渡波・荻浜） ☎25-3771 北上（北上） ☎61-7023
湊（湊） ☎90-3146 牡鹿（牡鹿） ☎44-1652

　交 通 事 故　
●県交通事故相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前9時15分〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

　暮　ら　し　
●市民相談センター（市役所2階）
◦市民生活相談　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
　市民相談（内線2532）　家庭児童相談（内線2534） 
◦少年相談（内線2533） 午前9時〜午後5時（月･水･木・金曜日）
◦消費生活相談　☎23-5040 午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
●弁護士による無料法律相談（内線2532・2533）
　12日(火)　齋藤智法律事務所　齋藤弁護士
　26日(火)　萩総合法律事務所　野沢弁護士
　午前10時30分〜午後4時　市役所2階市民相談センター相談室　
　定　員　1日9人〔先着〕　予約受付開始　1日(金)　午前9時
●虐待防止センター（市役所2階）
◦児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびDV相談（内線2535・2538・2539・
　2543）☎23-6614（直通）午前8時30分〜午後5時（土日・祝日を除く）

●女性のための面接相談
　心身不調、人間関係、夫婦問題、DV等のさまざまな問題に無料で応じます。
　と　き　　6日（水）　午前10時30分、午後1時、2時30分
　　　　　　　　　　  市役所市民相談センター内相談室
　　　　　20日（水）　午前10時30分、午後1時、2時30分　市役所2階相談室B
　定　員　1日3人〔先着〕※要予約
　担　当　田口 京子（日本フェミニストカウンセリング学会認定カウンセラー）
　 申 問・ 　 地域協働課（内線4234）
●物忘れ相談（包括ケアセンター）
　と　き　5日（火）
　定　員　午前午後各2件〔先着〕※要予約
　 申 問・ 　 介護保険課（内線2437）
●法律（弁護士）相談
◦仙台弁護士会石巻法律相談センター （石巻駅前ビル4階 穀町12-18）
　午後1時30分〜4時30分　月〜金曜日（祝日を除く）
　午前10時30分〜午後4時30分　日曜日（祝日を除く）
　震災時被災3県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です。
　 申 問・ 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　（受付　午前10時〜午後5時〔先着〕土日・祝日を除く）
※当日の相談予約・キャンセルは直接石巻法律相談センターへ
　午前10時〜午後3時　☎23-5451
●県政に関する相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●県消費生活相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●震災に関する裁判所の手続き案内（仙台家庭・簡易裁判所）
　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎022-745-6090
●無料人権相談
　  4日（月） 　午前10時〜午後3時　北上保健医療センター
　13日（水） 　午前10時〜午後3時　河南総合支所第2庁舎
　15日（金） 　午前10時〜午後3時　河北総合支所
　 問  仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●農家相談（河北総合支所3階会議室）
　15日（金）　受付開始　午後1時30分
　詳細については、事前にお問い合わせください。
※農地法許可申請受付期間　4日（月）〜8日（金）
　 問　農業委員会事務局 ☎62-4826
●年金に関する相談（石巻年金事務所）
・毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
・休日年金相談  9日（土）　午前9時30分〜午後4時　☎22-5115

7 月の相談あんない

　
無
料
法
律
相
談
会

　（
予
約
優
先
）

と
　
き　
毎
週
水
曜
・
土
曜
日

　
（
祝
日
を
除
く
）

　

午
後
１
時
３０
分
〜
４
時
３０
分

※
予
約
優
先

と
こ
ろ　
石
巻
司
法
書
士
相
談

　

セ
ン
タ
ー（
鋳
銭
場
５
―
９

　

い
せ
ん
ば
プ
ラ
ザ
１０２
号
）

受
　
付
　
午
前
９
時
～
午
後

　
５
時（
土
日・祝
日
を
除
く
）

問

申
・

　
石
巻
司
法
書
士
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
96
―
３
６
１
１

〈
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
〉

日
程
等
は「
７
月
の
相
談
あ
ん

な
い
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
（
消
費
生
活
相
談
）

　
　
☎
2３
―
５
０
４
０

石巻市身体障害者相談員・知的障害者相談員の
皆さんを紹介します

　

　身体や知的に障害をお持ちの方の各種相談に応じ、必要な助言を行い
ます。お気軽にご相談ください。（任期 平成３０年３月３１日まで）

○身体障害者相談員

○知的障害者相談員

問　障害福祉課（内線2483）

ＮＯ. 氏　名 住　所 電　話
1 小幡 美子 西山町 ☎98-4765
2 及川　幸男 広渕 ☎090-1060-4790
3 小野寺　聖太郎 吉野町 ☎93-9482
4 井上　利枝 日和が丘 ☎93-5527
5 和田　清治 錦町 ☎23-0077
6 髙松　照義 水押 ☎23-0040
7 青木　重雄 水押 ☎95-7884
8 南　　伸子 蛇田 ☎93-3426
9 君田　清一 中里 ☎94-0138（FAX）
10 馬場　利一郎 三輪田 ☎62-1214
11 遠藤　栄吾 北上町十三浜 ☎66-2041
12 秋山　喜弘 雄勝町水浜 ☎090-9634-7726

ＮＯ. 氏　名 住　所 電　話
1 阿部　美幸 渡波 ☎24-2137
2 畠中　勢子 開北 ☎95-4460
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